
資料15本資料において「再利用の有無」で「〇」となっている施設については移設対象とする。
本資料において「再利用の有無」で「×」となっている施設については解体・撤去対象とする。





未定





寄附物件

日吉公園内の樹木は全て解体・撤去対象とする。
































